
                                                   2019 年 8 月 1 日制定 

一般財団法人ボーケン品質評価機構 

品質試験業務に関する約款 

 

本約款は、一般財団法人ボーケン品質評価機構（以下「ボーケン」と言います。）が委託

者から受託する品質試験業務を円滑に遂行するに当たり必要とされる基本的な合意事項

につき定めるものである。 

 

第 １条（基本原則） 

ボーケン及び委託者は、相互信頼と協調の精神に基づき、本約款を誠実に履行すること

を相互に確認します。 

第 ２条（委託業務） 

委託者は、ボーケンに対し、本約款に定める条件に従い、ボーケンが業務としてなす品

質・性能試験（以下「本件業務」と言います。）を委託し、ボーケンは、これを受託します。 

第 ３条（本約款の適用） 

ボーケン及び委託者は、本約款が、本件業務に関しボーケン・委託者間で締結される全

ての個々 の委託契約（以下「個別契約」と言います。）に共通して適用されることを相互に

確認します。 

但し、ボーケン及び委託者は、相互の合意に基づき、個別契約において、書面により、

本約款に定める条項の一部の適用を排除し、又は本約款と異なる事項を定めることが出

来るものとします。 

第 ４条（個別契約の締結） 

１ ボーケン及び委託者は、本件業務の品名、数量、試験・検査内容、件成果物（第６条

に定義する。以下同じ。）の納期、並びに本件成果物及び本件業務の対価（以下「本件業

務委託費」と言います。）その他個々 の本件業務に必要な事項は、個別契約をもって定

めることを相互に確認します。 

２ 個別契約は、委託者が前項に定める本件業務に必要な事項を所定の依頼書へ記入

し、ボーケンがその依頼書を確認のうえ委託者に対し、請書を交付することにより成立し

ます。 

 但し、委託者が認めたときは、ボーケンは請書の交付を省略することが出来るものとし

ます。 

また、ボーケンが、請書を交付しない場合であっても、委託者の依頼書に基づき本件業

務に着手したときは、当該着手時を以て個別契約が成立したものとします。 

第 ５条（試料等の提供） 

１ 委託者は、ボーケンに対し、本件業務遂行に必要な試料、情報、器材等（以下「試料

等」と言います。）を速やかに無償にて提供するものとします。 

なお、ボーケンは、ボーケン所定の受入基準を充足しない試料等については、その

受領を拒否できるものとします。 

２ 委託者は、ボーケンが委託者から提供された試料等のみでは本件業務を遂行するこ

とが困難と認め、本件業務を遂行するために必要な追加試料等の提出を求められた場

合は、ボーケン・委託者協議の上定めた期日までにこれを提出しなければならないもの

とします。 

３ 委託者は、個別契約で定められた期日までに試料等を提供できない場合、またはそ

の虞がある場合は、ボーケンに対し、その旨を速やかに通知するものとし、本件成果物

の納期の延長等につき双方協議するものとします。 

４ ボーケン及び委託者は、試料等の虚偽記載、記載不備または提出遅延等により生じ

た本件成果物の誤り、発行遅延につき、ボーケンは一切の責任を負わないことを相互に

確認します。 

第 ６条（本件業務の報告） 

１ ボーケンは、委託者に対し、個別契約で定める納期に、本件業務の結果をボーケン

の定める様式に従って書面にて報告するものとします（以下「本件成果物」と言いま

す。）。 

２ 本件成果物は、本件業務に伴いボーケンが委託者へ提出する全てのものを含みま

す。 

３ ボーケンは、本件成果物を納期に納入できない虞が生じたときは、遅滞なくその旨を

委託者に通知します。 

第 ７条（本件業務委託費等の支払方法） 

委託者は、ボーケンに対し、個別契約に基づく本件業務委託費並びに本件成果物にか

かる配送費及びその他の実費（以下「併せて「本件業務委託費等」と言います。）につき、

納入日の属する月の末日締め切り翌月末日までに現金又はボーケンの指定する銀行口

座宛振り込む方法により支払うものとします。 

なお、ボーケン及び委託者は、本件業務委託費等の支払方法につき、個別契約におい

て別途の定めをすることが出来ることを相互に確認します。但し、個別契約に定める請求

先が委託者以外の者である場合においても、委託者は支払いの債務を負うものとしま

す。振込手数料は委託者又は支払義務者の負担とします。 

第 ８条（試料等の返還・記録の保管） 

１ ボーケンは、委託者に対し、本件業務終了後速やかに、その返還を条件として提供

を受けた試料等を返還するものとします。 

但し、返還に要する費用は委託者の負担とします。 

２ ボーケンは、別段の定めなき限り、本件成果物の内検査報告書の写しを当該発行後２

年間又は電子データにて１０年間保管するものとします。 

第 ９条（秘密保持義務） 

１ ボーケン及び委託者は、本約款及び個別契約により知り得た相手方の技術上並びに

業務上、営業上の情報を、相手方から事前に同意を得ない場合、公的機関（官公庁・裁判

所等）への報告・届出等をする必要がある場合を除き、第三者に対して開示してはならな

いものとします。ただし、以下の情報は除きます。 

(1) 相手方から開示を受けたときに、既に公知であり、または公表されていた情報 

(2) 相手方から開示を受けたときに、既に自ら所有していた情報 

(3) 相手方から開示を受けた後に、第三者から正当に取得した情報 

(4) 相手方から開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によらず公知となり、また

は公表された情報 

２  本条の守秘義務は、個別契約が締結されたときは、本件成果物提出後５年経過する

まで有効とします。 

第１０条（相殺） 

 ボーケンが委託者に対し債務を負担しているときは、委託者の現に負担し及び将来

にわたって発生する債務（本約款及び個別契約に基づき発生する債務を含むがこれ

らに限られない。以下、「本件債務」と言います。）の弁済期の如何に関わらず、本件

債務とボーケンが委託者に対して負担する債務を対当額で相殺出来るものとします。 

第１１条（反社会的勢力の排除） 

 １ ボーケン及び委託者は、自己または自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当

しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 

（１） 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団準

構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団

等、その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」という。） 

（２） 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

 （３） 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

 （４） 自己，自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

 （５） 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められる関係を有すること 

 （６） 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること. 

２ ボーケン及び委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する

行為を行わないことを確約する。 

（１） 暴力的な要求行為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（４） 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相

手方の業務を妨害する行為 

（５） その他前各号に準ずる行為 

 

第１２条（解除） 

委託者が、次のひとつにでも該当したときは、ボーケンは、委託者に対し、何らの催告

その他の手続を要することなく、直ちに本約款及び（または）個別契約の全部または一部

を解除し、或いはその履行を一時停止し、かつ、それにより生じた損害の賠償を請求す

ることが出来るものとします。 

本約款または（及び）個別契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても当該違

反事実が是正されないとき。 

本件債務の支払（一部、全部とを問わない）を怠ったとき。 

滞納処分・強制執行・仮差押を受け、または、競売・破産・民事再生・会社更生・特別清算

の申立があったとき。 

支払の停止、若しくは引受・振出にかかる為替手形・約束手形・小切手を１回でも不渡りと

したとき。 

解散または営業を廃止したとき。 

財産状態が著しく悪化し、またはその虞があると認められる相当な事由があ

るとき。 

⑦  第11条第１項各号の表明が事実に反することが判明したとき 

⑧  第11条第１項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき 

⑨  第11条第２号各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行っ

たとき. 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に

対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損

害について、その相手方に対し何らの請求もすることができない。 

 

第１３条（期限の利益喪失） 

委託者が、前条のひとつにでも該当したときは、委託者は、ボーケンに対して負担する

一切の債務について直ちに期限の利益を喪失し、ボーケンに対し、当該債務全額を直

ちに支払うものとします。 

 

第１４条（遅延損害金） 

委託者が期限の利益を失ったときは、残債務に対し、年１４．6パーセントの割合による

遅延損害金を付して支払うものとします。 

 

第１５条（損害賠償責任） 

１ ボーケン及び委託者は、本件成果物に起因し、または、本件業務の過程で故意又は

過失により、相手方に損害､損失を与えた場合、双方協議のうえ、ボーケンの費用負担に

おいてあらためて本件業務を行うか、若しくは、個別契約に定める本件業務委託費を限

度額として、当該損失、損害を賠償する責任を負うものとします。 

但し、次の事由による相手方の損害、損失については、ボーケンは損害賠償の責任を

負わないものとします。 

依頼書の記載事項の記載過誤 

委託者の要望により試験、検査を伴わずして参考として行った意見表明、アドバイス等の

情報提供等に起因して生じた損害、損失 

天災地変に類する不可抗力 

なお、ボーケン及び委託者は、当該試験実施の時点における標準的な技術水準からし

て予見困難な誤りは重大な誤りには含まれないことを相互に確認します。 

２ 前項の請求は、本件成果物中のうち検査報告書発行日から１年以内に行わなければ

ならないものとします。 

 

第１６条（本件成果物の利用等） 

１  委託者が、本件成果物の利用にあたり、対象商品、ホームページ、パンフレット等

への掲載を希望する場合は、事前にボーケンへ掲載内容を連絡し許可を受けなければ

ならないものとします。 

２  前項の手続きを経て、本件成果物を利用する場合、委託者は次の事項を遵守しな

ければならないものとします。 

消費者に誤解を与えるような表現又は誇張した表現（優良誤認）は行わないこと 

ボーケンが許可した掲載内容以外の転載は行わないこと 

ボーケンが確認した掲載内容を無断で変更しないこと 

必ず出典名を明記すること 

 

第１７条（準拠法・管轄裁判所） 

１   本約款は日本法を準拠法とし、かつ、同法に従い解釈されるものとします。 

２   ボーケン及び委託者は、本合意書の履行、解釈、その他本合意書に関連して紛争

が生じた場合は、訴訟提起をはじめとするあらゆる法的申立又は手続につき、大阪地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 

 

第１８条（誠実協議） 

本約款に定めのない事項及び本約款の条項の解釈等に関して疑義が生じた場合には、

本約款の趣旨に従い、ボーケン及び委託者は誠実に協議してこれを決するものとしま

す。 


